
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  住宅の貸付と消費税 

Ｑ：住宅の貸付は消費税が非課税とのこと

ですが、礼金や共益費はどのように取り扱わ

れるのですか？  

 

Ａ：居住用家屋の賃貸によるものであれば

非課税、非居住用家屋のものであれば課税と

なります。 

【解説】 

消費税では、家賃の範囲には月ぎめ等の家

賃の他に、次のようなものも含まれることと

なっています。 

①  敷金、保証金、一時金等のうち契約期間終

了時に返還しないもの 

②  家賃とは別に収受する共益費 

したがって、その不動産が居住用家屋であ

れば非課税売上になり、非居住用家屋であれ

ば課税売上となります。 

なお、契約期間終了時に賃借人に返還する

保証金や敷金などは、預かり金であることか

ら課税対象にはなりません。 

また、その不動産が店舗付き住宅である場

合には、住宅として貸し付けた部分のみが非

課税となりますので、家賃の内訳が区分され

ている場合には、店舗部分の家賃は課税、住

居部分の家賃は非課税となり、内訳が区分さ

れていない場合には、床面積などの合理的な

基準により区分することになります。 

また、賄い付きの学生寮や老人ホームのよ

うに、住宅と役務の提供が混在しているもの

については、内容に応じて、家賃部分は非課

税、食事部分等は課税になります。 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００７年）平成１９年 水曜日   １１ 月  １ 日  ４

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

3 3 ９ 7  

 

号 


